
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年３月25日

【会社名】 キオクシアホールディングス株式会社

【英訳名】 Kioxia Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　早坂　伸夫

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目１番21号

【電話番号】 03-6478-2539

【事務連絡者氏名】 開示部長　　園田　誠

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目１番21号

【電話番号】 03-6478-2539

【事務連絡者氏名】 開示部長　　園田　誠

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

キオクシアホールディングス株式会社(E35948)

訂正臨時報告書

1/3



１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　2025年７月25日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令19条第２項第２号の２の

規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法24条の５第５項の規定に基

づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

８．勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

（訂正前）

８．勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

ａ．RSU制度

（２）本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

当社の各取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき2,785百万円（うち社外取締

役の上限は327百万円）、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき320千株（うち社外取締役

の上限は40千株）とし、当社子会社の各執行役員に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につ

き1,334百万円、当社子会社の各執行役員に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき150千株とします。

なお、本制度に係る報酬額の上限は、事後交付型株式報酬であることを踏まえて、当社の競合企業群の直近の株価

推移を参考に、当社株式の株価が合理的に実現し得る最高値を仮定して計算しており、当社の各取締役に支給する

当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約1,020百万円となり、当社子会社の各執行役員に支給する当初制

度上の基準報酬は各対象期間につき総額約490百万円となります。その他、当社の発行済株式総数が株式併合又は

株式分割（株式無償割当を含む。）によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整します。ま

た、下記（３）の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給により、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額

の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合、当該上限を超えない範囲で交付する株式数又は支給

する金銭の額を比例按分等取締役会において定める合理的な方法により減少させるものとします。

 

ｂ．PSU制度

（２）本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

各PSU制度対象当社取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき8,851百万円、各

PSU制度対象当社取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき1,000千株とし、当社子会社の各執行

役員に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき220百万円、当社子会社の各執行役員に割

当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき25千株とします。なお、本制度に係る報酬額の上限は、事後交付

型株式報酬であることを踏まえて、当社の競合企業群の直近の株価推移を参考に、当社株式の株価が合理的に実現

し得る最高値を仮定して計算しており、各PSU制度対象当社取締役に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間

につき総額約3,220百万円となり、当社子会社の各執行役員に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき

総額約80百万円となります。その他、当社の発行済株式総数が株式併合又は株式分割（株式無償割当を含む。）に

よって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整します。また、下記（３）の算定式に定める数の

当社株式の交付及び金銭の支給により、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限を超

えるおそれがある場合、当該上限を超えない範囲で交付する株式数又は支給する金銭の額を比例按分等取締役会に

おいて定める合理的な方法により減少させるものとします。

 

（訂正後）

８．勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

ａ．RSU制度

（２）本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

当社の各取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき2,785百万円（うち社外取締

役の上限は327百万円）、各取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき320千株（うち社外取締役

の上限は40千株）と（削除）します。なお、本制度に係る報酬額の上限は、事後交付型株式報酬であることを踏ま

えて、当社の競合企業群の直近の株価推移を参考に、当社株式の株価が合理的に実現し得る最高値を仮定して計算

しており、当社の各取締役に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約1,020百万円となり、当社

子会社の各執行役員に支給する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約490百万円となります。その他、

当社の発行済株式総数が株式併合又は株式分割（株式無償割当を含む。）によって増減した場合は、上限数はその

比率に応じて合理的に調整します。また、下記（３）の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給によ

EDINET提出書類

キオクシアホールディングス株式会社(E35948)

訂正臨時報告書

2/3



り、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合、当該上限を

超えない範囲で交付する株式数又は支給する金銭の額を比例按分等取締役会において定める合理的な方法により減

少させるものとします。

 

ｂ．PSU制度

（２）本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに株式総数の上限

　各PSU制度対象当社取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額の上限は各対象期間につき8,851百万円、各

PSU制度対象当社取締役に割当てる当社株式の総数の上限は各対象期間につき1,000千株と（削除）します。なお、

本制度に係る報酬額の上限は、事後交付型株式報酬であることを踏まえて、当社の競合企業群の直近の株価推移を

参考に、当社株式の株価が合理的に実現し得る最高値を仮定して計算しており、各PSU制度対象当社取締役に支給

する当初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約3,220百万円となり、当社子会社の各執行役員に支給する当

初制度上の基準報酬は各対象期間につき総額約80百万円となります。その他、当社の発行済株式総数が株式併合又

は株式分割（株式無償割当を含む。）によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて合理的に調整します。

また、下記（３）の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給により、上記の金銭報酬債権及び金銭の総

額の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合、当該上限を超えない範囲で交付する株式数又は支

給する金銭の額を比例按分等取締役会において定める合理的な方法により減少させるものとします。

 

以　上
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